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奈
良
盆
地
と
東
部
山
間
部
は
、
古
来
そ
れ
ぞ

れ
、「
国
中
（
く
ん
な
か
）」、「
東
山
中
（
ひ
が

し
く
ん
な
か
）
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
国
中

と
東
山
中
を
結
ぶ
道
の
う
ち
、
奈
良
と
柳
生
と

は
春
日
山
と
高
円
山
の
間
を
抜
け
る
古
道
で
結

ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
柳
生
街
道
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
道
の
も
つ
歴
史
は
古
く
、
既
に
奈
良
時

代
に
は
奈
良
か
ら
柳
生
を
経
て
笠
置
山
ま
で
を
結
ぶ
修
験
道
的
な
性
質

を
有
し
た
道
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
柳
生
の

里
自
体
も
古
い
歴
史
が
あ
り
、
大
化
の
改
新
で
大
和
に
置
か
れ
た
６
つ

の
県
（
あ
が
た
）
の
一
つ
、
曽
布
（
そ
ふ
）
の
中
に
「
楊
生
（
や
ぎ

う
）」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
さ
ら
に
以
前
か
ら
こ

の
山
間
を
抜
け
る
道
は
存
在
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
租
税
の
品
や
都
市

部
と
山
間
部
の
交
易
品
の
輸
送
路
、
奈
良
か
ら
柳
生
を
経
て
伊
賀
上
野

か
ら
東
国
へ
と
結
ぶ
道
と
し
て
、
ま
た
江
戸
時
代
に
は
奈
良
と
柳
生
の

陣
屋
を
結
ぶ
重
要
な
街
道
と
し
て
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
時
期
ま
で
は
生

活
道
路
と
し
て
、
古
代
よ
り
こ
の
道
は
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
奈
良
か
ら
忍
辱
山
円
成
寺
ま
で
の
柳
生
街
道
（
滝
坂
の

道
）
コ
ー
ス
、
円
成
寺
か
ら
柳
生

ま
で
の
柳
生
街
道
（
剣
豪
の
里

コ
ー
ス
）
と
街
道
を
2
つ
の
ル
ー

ト
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
整
備
さ
れ

て
お
り
、
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

 

（
19
頁
へ
つ
づ
く
）
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平
成
二
十
九
年

　
新
年
ご
あ
い
さ
つ

　

平
成
二
十
九
年
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん

で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
頃
よ
り
、
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
本
会
の
事
業
運
営
に
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
わ
り
、
ま
た
行
政
書
士
制
度

の
発
展
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
心
よ
り
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
た
ち
の
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
「
非
行
政
書
士
の
排
除
」
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
テ
ー
マ
の
も
と
各
関
係
機
関
に
働
き
か
け
、
資
格

が
無
い
の
に
申
請
や
届
出
の
書
類
作
成
を
行
う
個
人
及
び
団
体
へ
は
直
接
注
意
・

警
告
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
あ
か
ら
さ
ま
な
非
行
政
書
士
行
為

は
減
少
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
態
と
し
て
非
行
政
書

士
行
為
は
ま
だ
ま
だ
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
申
請
・
届
出
書
類
を
受
付

す
る
窓
口
規
制
の
適
正
化
、
窓
口
に
お
い
て
の
本
人
確
認
あ
る
い
は
代
理
人
の
身

分
証
明
書
の
提
示
等
を
定
め
た
要
綱
の
制
定
を
求
め
る
請
願
書
を
昨
年
十
一
月

二
十
一
日
に
奈
良
県
議
会
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
こ
の
非
行
政
書
士
排
除
の
活
動
に
は
私
た
ち
自
身
の
業
務
姿
勢
が
本
当

に
大
切
で
す
。
昨
年
か
ら
会
員
の
皆
様
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
が
、
行
政
書
士

は
作
成
し
た
書
類
に
は
記
名
押
印
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
書
類
を

提
出
す
る
と
き
に
は
行
政
書
士
証
票
を
提
示
し
、
委
任
状
を
添
付
す
る
と
い
う
基

本
的
な
行
為
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
行
為
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
窓
口

に
お
い
て
非
行
政
書
士
行
為
を
容
易
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
行
政
書
士
で
あ
る
皆
様
が
隣
接
す
る
士
業
か
ら
逆
に
非
違
行
為
だ
と
注

意
を
受
け
な
い
よ
う
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
を
も
っ
て
業
務
に
あ
た
っ
て
い

た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
基
本
的
な
行
為
を
日
常
的
に
励
行
さ

れ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
昨
年
の
主
な
事
業
の
活
動
状
況
と
課
題
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

① 

昨
年
十
一
月
に
橿
原
市
と
災
害
時
に
お
け
る
被
災
者
支
援
協
定
を
締
結
い
た
し

ま
し
た
。
本
会
で
は
こ
れ
で
五
件
目
と
な
り
ま
す
が
、
昨
年
四
月
の
熊
本
地
震

に
お
け
る
熊
本
会
の
支
援
活
動
は
全
国
的
に
注
目
を
集
め
、
社
会
貢
献
の
趣
旨

と
と
も
に
行
政
書
士
制
度
の
知
名
度
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
奈
良
会
に

お
き
ま
し
て
も
実
際
に
支
援
活
動
を
行
う
た
め
「
大
規
模
災
害
対
策
特
別
委
員

会
（
仮
称
）」
を
今
期
中
に
設
置
し
、
具
体
的
な
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
り
と
予

算
化
を
行
い
、
イ
ザ
と
い
う
と
き
に
備
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

② 

行
政
書
士
Ａ
Ｄ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
奈
良
に
つ
い
て
、
約
十
年
に
及
ぶ
準
備
期
間
の
も

と
昨
年
四
月
に
設
立
い
た
し
ま
し
た
が
、
な
に
ぶ
ん
認
知
度
が
低
く
、
目
に
見

え
た
成
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。
将
来
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
代
理
権
獲
得
の
布
石
と
し
て
、

じ
っ
く
り
構
え
て
広
報
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

③ 

社
会
貢
献
活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
奈
良
県
支
部
も
設
立
し
て
三
年
を
経
過
し
、
会
員
十
五
名
で
活
動
し
て
お

り
ま
す
。
任
意
後
見
の
実
績
は
ま
だ
少
な
い
で
す
が
、
本
会
と
し
て
も
他
会

（
他
支
部
）
の
情
報
を
集
め
、
広
報
活
動
を
中
心
に
支
援
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

④ 
特
定
行
政
書
士
が
昨
年
本
会
で
あ
ら
た
に
七
名
誕
生
し
、
一
昨
年
と
あ
わ
せ
て

二
十
九
名
と
な
り
ま
し
た
。
初
年
度
と
比
べ
て
受
講
者
は
大
き
く
減
少
し
ま
し

た
が
、
お
客
様
の
「
困
っ
た
！
」
を
最
後
ま
で
支
え
る
特
定
行
政
書
士
の
あ
ら

た
な
活
躍
の
場
に
つ
い
て
研
究
し
、
提
供
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今

年
も
あ
ら
た
に
特
定
行
政
書
士
に
挑
戦
さ
れ
る
会
員
が
増
え
る
こ
と
を
願
っ
て
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お
り
ま
す
。

⑤ 
広
報
関
係
に
つ
い
て
は
、
広
報
誌
「
行
政
な
ら
」
の
質
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
よ
り
一
層
情
報
の
質
と
量
の
充
実
を
図
り
ま
す
。
今
年
は
会
員

の
皆
様
に
新
鮮
で
よ
り
的
確
な
情
報
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
所
存
で

す
。
毎
月
の
定
期
便
に
つ
き
ま
し
て
は
紙
媒
体
で
の
送
付
を
廃
止
し
、
メ
ー
ル

送
信
に
よ
る
伝
達
を
行
い
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
経
費
削
減
を
図
る
べ
く
計
画
い

た
し
ま
す
。

⑥ 

空
き
家
等
対
策
な
ど
官
民
か
ら
の
業
務
受
託
も
前
向
き
に
取
り
組
み
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
後
の
検
討
事
項
と
し
て
、
二
点
あ
り
ま
す
。

　

一
点
目
は
会
費
の
見
直
し
で
す
。
現
在
、
私
た
ち
は
す
べ
て
同
額
の
会
費
を
納

め
て
い
ま
す
が
、
納
め
る
べ
き
会
員
に
は
、
行
政
書
士
、
行
政
書
士
法
人
、
使
用

人
行
政
書
士
、
派
遣
行
政
書
士
、
特
定
行
政
書
士
等
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
す
べ
て

の
会
員
が
同
額
で
い
い
の
か
、
検
討
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。

　

二
点
目
は
会
長
選
挙
制
度
の
見
直
し
で
す
。
本
会
の
会
長
選
挙
に
立
候
補
す
る

た
め
に
は
、
同
時
に
副
会
長
を
三
名
決
め
四
名
一
組
で
立
候
補
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
な
お
か
つ
十
五
名
の
推
薦
人
が
必
要
で
す
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
他

会
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
稀
有
な
制
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
は
こ
の
制

度
の
も
と
で
会
長
に
選
ば
れ
ま
し
た
が
、
実
際
に
体
験
し
て
改
革
す
べ
き
で
あ
る

と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
以
上
こ
の
二
点
は
大
変
重
要
な
事
項
で
す
の
で
軽
々
に
変

更
で
き
ま
せ
ん
が
、
じ
っ
く
り
検
討
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
県
民
の
皆
様
の
行
政
書
士
制
度
に
対
す
る
期
待
に
応
え
、

会
長
と
し
て
会
員
の
先
頭
に
立
ち
、
な
す
べ
き
こ
と
に
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
を
お

約
束
す
る
と
と
も
に
、
本
会
及
び
会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
大
き
な
発
展
の
年
と
な

る
こ
と
を
祈
念
し
て
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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奈
良
県
知
事　
　
　
　
　
　
　

荒　

 

井　

 

正　

 

吾　

平
成
二
十
九
年

　
新
年
ご
あ
い
さ
つ

　

奈
良
県
行
政
書
士
会
の
皆
様
、
明
け
ま

し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
九
年
の
年
頭
に
あ
た
り
、
皆

様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
米
大
統
領
選
を
始
め
と
し
て
、

世
界
の
政
治
経
済
の
動
き
が
予
想
を
超
え

て
激
し
く
な
っ
て
き
た
感
じ
が
い
た
し
ま
し
た
。
わ
が
国
の
政
治
経
済
も
変
動
が

続
い
て
い
ま
す
が
、
よ
り
安
定
し
た
、
よ
り
発
展
的
な
方
向
へ
向
か
う
よ
う
祈
る

ば
か
り
で
す
。
わ
が
奈
良
県
で
は
、
不
安
定
な
世
界
の
動
き
に
か
か
わ
ら
ず
、

し
っ
か
り
と
し
た
歩
み
で
豊
か
で
住
み
よ
い
奈
良
が
実
現
で
き
る
よ
う
、
精
一
杯

ま
じ
め
に
こ
つ
こ
つ
と
頑
張
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
た
観
光
地
奈
良
の
整
備
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

奈
良
市
内
の
県
営
プ
ー
ル
跡
地
周
辺
で
は
、
世
界
最
高
級
ホ
テ
ル
の
Ｊ
Ｗ
マ
リ

オ
ッ
ト
の
進
出
が
決
ま
り
、
天
平
風
の
屋
外
多
目
的
広
場
や
大
会
議
室
等
の
建
設

が
始
ま
り
ま
す
。
奈
良
公
園
内
の
吉
城
園
周
辺
等
に
つ
い
て
、
従
来
の
風
情
を
堅

持
し
た
ま
ま
高
級
感
の
あ
る
低
層
ホ
テ
ル
を
整
備
す
る
活
動
を
開
始
い
た
し
ま
し

た
。
奈
良
公
園
の
玄
関
口
や
平
城
宮
跡
朱
雀
門
前
西
で
も
観
光
交
流
拠
点
の
建
設

が
そ
れ
ぞ
れ
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
に
、
文
化
で
賑
わ
う
奈
良
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

本
年
は
奈
良
県
で
初
め
て
国
民
文
化
祭
を
実
施
い
た
し
ま
す
。
障
害
者
芸
術
・

文
化
祭
と
全
国
で
初
め
て
一
体
開
催
し
、
こ
れ
ま
で
の
奈
良
県
大
芸
術
祭
と
合
わ

せ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
事
業
に
取
り
組
み
ま
す
。
天
理
市
に
開
設
予
定
の
（
仮

称
）
奈
良
県
国
際
芸
術
村
を
子
ど
も
た
ち
の
芸
術
活
動
、
文
化
財
の
修
復
等
の
拠

点
と
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
城
宮
跡
の
冬
の
イ
ベ
ン
ト
「
奈
良
大
立
山
ま
つ
り
」
や
、「
ム
ジ
ー

ク
フ
ェ
ス
ト
な
ら
」
な
ど
、
奈
良
ら
し
い
文
化
の
催
し
で
多
く
の
観
光
客
を
お
も

て
な
し
い
た
し
ま
す
。

　

第
三
に
、
奈
良
モ
デ
ル
で
奈
良
の
更
な
る
発
展
を
目
指
し
ま
す
。

　

県
と
市
町
村
が
対
等
の
立
場
で
協
働
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
奈
良
モ
デ
ル

の
成
果
が
見
え
て
き
て
い
ま
す
。
南
和
十
二
市
町
村
と
県
の
協
働
の
病
院
「
南
奈

良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
」
が
好
調
な
滑
り
出
し
を
見
せ
ま
し
た
。
県
営
水
道
と
市

町
村
水
道
を
連
結
さ
せ
新
た
な
投
資
の
抑
制
と
運
営
経
費
の
節
約
が
計
ら
れ
て
き

て
い
ま
す
。
県
と
市
町
村
が
連
携
・
協
働
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
取
り
決
め
も

十
六
市
町
村
と
締
結
さ
れ
、
様
々
な
具
体
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
見
え
て
き
ま
し

た
。

　

今
年
も
皆
様
と
と
も
に
、
奈
良
の
発
展
に
力
を
尽
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
県
民
と
行
政
の
架
け
橋
と
し
て
、
今
後
益
々
ご
活
躍

い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を
ご
期
待
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
一
層
の
お
力
添
え
を
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
て
、
新
年
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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日
本
行
政
書
士
会
連
合
会　
　
　

会
長　

遠　

 

田　

 

和　

 

夫　

平
成
二
十
九
年
年
頭
所
感

　

平
成
二
十
九
年
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん

で
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
、
全
国
の
行
政
書
士
会
及
び

会
員
の
皆
様
に
は
、
日
行
連
の
事
業
運
営

に
対
し
、
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
る
と
と

も
に
、
行
政
書
士
制
度
の
発
展
に
御
尽
力

を
い
た
だ
き
、
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

日
行
連
会
長
に
就
任
し
て
か
ら
一
年
半
が
経
過
し
ま
し
た
。
四
六
〇
〇
〇
名
以

上
の
行
政
書
士
会
員
の
皆
様
を
取
り
巻
く
環
境
は
十
人
十
色
で
あ
り
、
ま
た
皆
様

そ
れ
ぞ
れ
に
日
々
の
業
務
へ
の
様
々
な
取
組
や
想
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
全
て
を

背
負
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
私
は
就
任
当
初
か
ら
現
在
ま
で
、
行
政
書

士
制
度
を
よ
り
充
実
・
発
展
さ
せ
、
確
固
た
る
も
の
に
し
た
い
と
い
う
想
い
を
常

に
抱
い
て
会
務
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
国
民
の
皆
様
に
「
身
近
で
頼
れ
る
街
の

法
律
家
」
と
し
て
認
識
し
、
相
談
相
手
と
し
て
選
ん
で
い
た
だ
け
る
行
政
書
士
像

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
自
問
自
答
し
な
が
ら
も
、
最
善
と
し
て
選
ん
だ

道
を
邁
進
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
二
十
六
年
の
行
政
書
士
法
成
立
か
ら
六
十
五
年
余
り
が
過
ぎ
ま
し
た
。
当

時
と
現
在
で
は
、
社
会
通
念
、
経
済
情
勢
、
価
値
観
、
生
活
環
境
な
ど
、
国
民
の

皆
様
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
私
た
ち
行
政
書
士
の
業
務
環
境
も
ま

た
変
わ
り
ま
し
た
。
選
択
肢
や
情
報
が
溢
れ
、
そ
れ
に
伴
い
物
事
を
選
択
す
る
際

の
判
断
基
準
や
指
標
も
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
し
て
今
あ
る
環
境
や
状
況
も
不

変
で
は
な
く
、
常
に
変
化
を
続
け
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

行
政
書
士
の
業
務
範
囲
は
幅
広
く
、
ゆ
え
に
そ
の
特
徴
や
専
門
性
の
訴
求
力
が

十
分
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
弱
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
逆
に
見
れ
ば
、
社
会
の
流
れ
に
よ
り
変
わ
る
国
や
自
治
体
の

施
策
、
そ
れ
に
よ
る
広
範
囲
に
わ
た
る
関
係
法
令
の
改
正
、
さ
ら
に
は
国
民
の
皆

様
の
多
様
で
幅
広
い
要
請
に
応
え
、
進
化
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
行
政
書

士
で
あ
り
、「
行
政
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
、
国

民
の
利
便
に
資
す
る
」
と
い
う
行
政
書
士
法
に
規
定
さ
れ
る
目
的
に
も
沿
っ
た
強

み
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
私
た
ち
行
政
書
士
は
、
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
亡
く
な
る

ま
で
の
数
十
年
間
の
様
々
な
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
国
民
の
皆
様
の
生
活

に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
資
格
者
で
す
。「
書
類
の
作
成
を
代
理
す
る
こ

と
」
と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
業
務
を
礎
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
誕
生
か
ら
成
長
過
程
に

お
い
て
「
相
談
を
受
け
、
強
み
を
整
理
し
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
く
」
と

い
う
分
野
で
も
活
躍
し
、
そ
の
役
割
も
確
立
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
諸
先
輩
方
が

時
代
が
求
め
る
ニ
ー
ズ
や
役
割
を
察
知
し
、
真
摯
に
向
き
合
い
、
取
り
組
ん
で
こ

ら
れ
た
結
果
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

「
超
高
齢
社
会
」
へ
の
対
応
、「
所
有
者
不
明
土
地
」
や
「
空
き
家
」
と
い
っ

た
社
会
問
題
の
解
決
、
予
防
法
務
へ
の
取
組
な
ど
、
一
つ
ず
つ
実
績
を
積
み
重

ね
、
磨
き
あ
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
後
進
の
未
来
が
明
る
い
も
の
と
な
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

行
政
書
士
制
度
に
対
す
る
期
待
に
応
え
、
可
能
性
を
更
に
広
げ
て
い
く
に
は
、

会
員
の
皆
様
の
お
力
添
え
が
不
可
欠
で
す
。
一
丸
と
な
っ
て
、
着
実
に
歩
み
を
進

め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
新
し
い
年
が
奈

良
県
行
政
書
士
会
及
び
会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
大
き
な
発
展
の
年
と
な
り
ま
す
よ

う
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
年
頭
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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《奈良会のとりくみ１》

　平成28年11月９日（水）、本会は橿原市との間で「災害時における被災者支援のための行政書士
業務についての協定」を締結致しました。

　本協定は奈良県、桜井市、上牧町、生駒市に続き５か所目であり、協定の主な支援業務として考
えられるものは、災害時に被災者の方が様々な公的支援を受ける為に必要な「り災証明書」の発行
に関する手続支援業務であります。
　ただ、協定の詳細については、これから詰めていかなければならない部分が多く、その部分を具
体的にしていくことや、協定締結だけで終わることなく、万一の災害発生の際には速やかに被災者
支援が実行できるようにマニュアル等を作成していくことが今後の課題であります。
　その為、本会では９月に熊本県行政書士会及び益城町役場等に担当者２名を派遣し、熊本会及び
自治体関係者と意見交換をしてまいりました。その成果をもとに現在、マニュアル等の作成を進め
ていく計画をしております。
　今年４月の熊本での地震の被害、また最近では11月に発生した東日本大震災を思い起させる福島
県沖での地震など災害のニュースを見るにつけ、奈良県も例外ではなく、いつこのような大規模災
害に見舞われてもおかしくないと日々考えさせられます。
　起こらないに越したことはありませんが、万一、大規模災害が発生した際には、作成したマニュ
アル通りに速やかに行動し、少しでも被災に遭われた方々のお役に立てるように、また、地域の一
日も早い復興に少しでも役立てるように、しっかりと準備を整えておかなければならないと考えて
います。

橿原市との災害（被災者支援）協定締結について
於　かしはら安心パーク

森下橿原市長と意見交換
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《奈良会のとりくみ２》

第２業務部 担当副会長　連　紗智

１　熊本会訪問の目的

　昨年９月28日から29日まで、第２業務部副部長の遠山理事

と熊本会を訪問しました。ご存知のとおり、昨年４月の熊本

地震で熊本は大きな被害を受けました。そんな中、熊本会は

地震発生後いち早く自治体や住民の方々に対する支援活動に

取り組まれ、この活動はNHKをはじめとするテレビや新聞

でも大きく報道されました。

　本会は、奈良県・桜井市・上牧町・生駒市・橿原市とすで

に災害協定を締結しています。しかし、いずれの協定も大規

模災害の際には自治体の要請に基づいて本会が協力することを約束した内容にとどまっており、実

際に災害が起きた際、具体的に支援を行っていく場合の指針としては弱い部分があります。そこ

で、本会では具体的な行動指針としてのマニュアルを今後作成していく計画をしています。

　今回の熊本訪問の目的は、熊本地震の際の熊本会の取組みを直接ヒアリングし、今後の行動マ

ニュアル策定に活かしていくことです。なお、今回の訪問は本会単独ではなく静岡会と共同で行い

ました。

２　訪問１日目

　訪問１日目は、熊本・静岡・奈良の３単位会で災害対策協議会が開催され、熊本会からは、熊本

地震の際の熊本会の支援活動及び自治体との連携の仕方などの報告が、静岡会からは、会員の安否

確認方法及びすでに確立している大規模災害対策本部設置運営マニュアルの紹介がありました。

　２つの単位会の報告から、本会として至急検討が必要だと感じた点は大きく次の２点です。第一

に、大規模災害が発生した際、自治体への協力以前の問題として、会員の安否確認をまずもってで

きる仕組みと体制を整えておかなければならないということです。会員の被災状況を迅速に把握す

ることは単位会としては絶対に必要なことです。また、自治体への災害協力には会員の皆様の協力

が欠かせないため、支援人員を確保するという意味でも必要になります。

　第二に、災害協力の在り方としては①自治体に対する支援活動と②住民に対する支援活動の２種

類があり、これらは分けて考えていかなければならないということです。熊本会の活動では、り災

災害協定に基づく行動マニュアル作成に向けて
～今なお地震の爪痕残る熊本を訪問～

熊本行政書士会館
会員数は約600名
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証明書の申請受付を会員が窓口側に立って担当したことは①に、熊本会が無料で被災住民の相談に

乗ったり、ご自宅に伺って申請手続を代行したことは②に当たります。現在すでに締結済みの災害

協定では、支援内容について特に限定がなく、支援にかかる経費等については行政側・住民側はす

べて無料、本会側が負担することとされています。支援に当たった会員の日当支払いの観点から

も、どこまで本会として支援を行っていくのが適切なのか、本会内部でも対自治体との間でも事前

に協議しておく必要があるように感じています。

３　訪問２日目

　訪問２日目は、被害の大きかった益城町仮役場を訪問

し、担当課長の当時のお話を聞きました。

　非常に印象的だったのは、熊本会には本当にお世話に

なった、熊本会の協力がなければ当時を切り抜けることは

できなかったと涙ながらに課長がお話しになっていたこと

です。

　熊本会と行政側との間には、確固たる信頼関係が存在し

ていることがよく伝わってきました。また、お話しいただ

いた課長自身も被災され相当なご苦労があったにもかかわ

らず、住民のために車に寝泊まりしながら尽力されていた

とのことで、本当に頭が下がる思いでいっぱいになりまし

た。益城町仮役場の後は、傾いた家々がいまだ残る道を車

で走り、町内最大の避難所になっているグランメッセを訪問しました。

益城町近くの公民館。役場が全壊した
ため仮役場として現在も使用。段ボー
ルとカーテンでプライバシーに配慮し
た相談窓口が作られている。　　　　

グランメッセ　益城町で一番大きな避難所。
り災証明の出張窓口を熊本会が担当　　　　

グランメッセ前の広場。　　　　
地震で液状化現象が起きている。

　他にもお伝えしたいことはたくさんありますが、残念ながら紙面の関係ですべてをお伝えするこ

とはできません。本会の今後の予定ですが、まずは先に述べた「会員の安否確認の仕組みづくり」

を今期中にできるだけ確立し、その後行動マニュアル作成に着手していきたいと考えています。ど

うか今後とも会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
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　◆日　時：11月13日（日）13時～16時

　◆場　所：奈良大学

　　　　奈良県：受験申込者数　　　　４４７名　　当日受験者数　　　　３６６名

　　　　（全国計：受験申込者数　５３，４５６名　　当日受験者数　４１，０５３名）

　当日は天候にも恵まれ、受験者にとって最適な環

境で実施することができました。

　また、試験監督員や試験本部員として本会会員52

名に試験実施事務のご協力をいただきました。

　なお、合格発表は平成29年１月31日（火）です。

総務部より

平成28年度行政書士試験を実施しました

第２回特定行政書士法定研修考査を実施しました

　◆日時：10月23日（日）13時～15時

　◆場所：やまと会議室

　第２回目の特定行政書士法定研修考査が行われました。７月から

実施しました７名の法定研修受講者に加え、昨年度に研修修了され

た会員も含め、計８名が受験されました。

　今年度は新たに７名の合格者が誕生し、本会における特定行政書

士の修了者は合計29名となりました。

　これからますます特定行政書士の資格を持つ会員は増加しま

す。市民の皆さまの信頼に応えることができるよう努めていけ

ればと考えております。
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◆日　時：11月21日（月）　15時～17時10分

◆場　所：奈良ロイヤルホテル「鳳凰の間」

◆講演会：第１部「特殊詐欺の現状について」

　　　　　　講師：奈良県警察本部　生活安全企画課　防犯抑止対策室長兼

　　　　　　　　　文化財保安官　　警視　猪原正義　様

　　　　　第２部「インターネットトラブルとマイナンバー」

　　　　　　講師：奈良市役所　観光経済部　商工労政課　消費者センター

　　　　　　　　　消費生活相談員　山口知香　様

　奈良県内の専門士業10団体が一堂に集まり、親睦や交流を深める事を目的に行われました。

今年度は本会が幹事会であり、講演会のテーマについても実務にも関連があるような身近な題

材についてとりあげていただき、有意義な講演会となりました。

　また、講演会終了後には懇親会が行われ、各団体が相互に交流を深める事ができました。

平成28年度奈良県専門士業連絡協議会のご報告
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第１業務部　木田部長

第１業務部インタビュー

ユキ マサ：今日はよろしくお願いしますニャン。それじゃあ最初に第１業務部を改めてご紹介して
いただいて良いですかニャ？

木田 ：主に第１業務部で取り扱っているのは、建設・産廃・土地開発・農林及び自動車登録や運輸
業など交通運輸に関する分野で、僕たちはその業務研修を行っているんだよ。また、第１業務
部が所管する分野の近畿地方協議会いわゆる担当者会議などが定期的に行われるので参加して
いるよ。更には、外部機関から業務委託として受託している業務（自動車登録相談員派遣）を
担当しているよ。

ユキ マサ：そうなんだ、専門的なお仕事って感じがするね～。研修を行っているということだけ
ど、今年はどのくらい行う予定なの？

木田 ：年度の初めに部内で会議をするんだけど、その時に年間10回を目途に担当の分野をある程度
網羅できるように計画を立てているよ。

ユキ マサ：たくさんの分野があるけど特に力を入れている分野はあるのかニャ？

木田 ：僕は今年部長として２年目になるので、昨年の反省を踏まえてお話すると、さっきも言った
業務委託の分野（自動車登録）、これは行政書士の業務の中でも主要な業務なんだけど、窓口
で直接市民の方と接する業務なので我々行政書士の信頼を損なわないようにスキルアップを図
る必要があるんだ。そのための研修は特に力を入れて行っているよ。

　　 また、その他の分野も会員からの要望があれば出来るだけ取り入れて、全体のレベルアップに
努めているところかな。昨年は少しうまくいかなかった部分の反省点は今年でカバーできるよ
うに考えているよ。

ユキ マサ：奈良会も新しい会員が増えてきてるって聞いたけど、いろんな要望が出てきているのか
ニャ？

特集

今日は第１業務部木田部長に
お話を聞きますニャ。
行政書士の業務などについて
たくさん知りたいニャ。
いろんなことが聞けるといい
な～♪
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木田 ：そうだね、基礎的な事をまずは聞きたいと研修に参加される会員も多いね。但し、基礎研修
は研修指導部での研修等が別にあるので、僕たちは少し踏み込んだ内容の研修を扱うことが多
いんだ。

ユキ マサ：行政書士の主要業務を所管する第1業務部部長として、これまでに大変だったことや苦
労したことなどはありますかニャ？

木田 ：様々な研修をするにも、引き受けていただく講師のみなさんがまだまだ不足しているところ
かな。多忙でスケジュールが調整できなかったり、またさっきも言ったように踏み込んだ内容
やイレギュラーな許認可申請などは経験されている会員が少ないこともあって大変な時がある
ね。幸いにも、これまでの研修はみなさん快く引き受けていただいてるので、この場を借りて
改めてお礼申し上げます。どうもありがとうございます。

ユキ マサ：部長の任期も残り少なくなってきたけど、今後の展望などは何かお考えですかニャ？

木田 ：第１業務部という枠組みを少しはみ出してしまうかも知れないけど、こちら側から一方的に
研修を開いてという活動だけではなく、奈良会会員が相互に意見を出し合い、交流や親睦をは
かれるようにしていきたいなと考えているんだ。昨年も第１・２業務部合同の研修や、意見交
換会・懇親会を開催したんだけど、今後もより多くの会員が参加できるような場を作っていき
たいと思っているよ。

ユキ マサ：今日はどうもありがとうですニャン。最後に会員の皆さんと市民の皆さまにメッセージ
をお願いしますニャ。

木田 ：はい。繰り返しになりますが、会員の皆さんにはより良い情報をお伝えすべく第１業務部と
して全力を尽くしますので、要望等はいつでもお申し付け下さい。また、市民の皆さまへは、
行政書士って何をしているのか分かりにくいとよく耳にします。少しでもイメージが伝われば
幸いですが、お困り事があれば何でも相談いただける敷居の低い存在でいられたらと思ってい
ますので、地域の奈良会会員を頼っていただければと思います。

◆自動車登録は行政書士の主要業務の一つです。
　　　インタビューでもあったとおり、毎年度末（３月）は、
　　　　　　　　　　　自動車登録相談員として奈良会会員が活躍中

　　　　　・移転登録（名義変更）
　　　　　・変更登録（住所変更等）
　　　　　・抹消登録（廃車）
　　　　　　など、なんでもお聞き下さい。
　　　　　　　　～ご相談は地域の奈良県行政書士会会員へ～

頼りになる
存在ニャ♪
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第２業務部　藏之上部長

第２業務部インタビュー

ユキ マサ：本日はよろしくお願いしますニャン。まず第２業務部ってどのような活動をしているの
かニャ？

藏之 上：ひと言で言うと、業務研修の企画運営や自治体や業界団体への対外的な活動を行っている
よ。

ユキ マサ：ふーん、することがいっぱいあるんだね。研修というのは内容や回数とかは予め決まっ
ているの？

藏之 上：そうだね。年間の活動予定は予め決めていて、研修の回数も決めているよ。第２業務部の
業務は民事・国際グループと商工・経営支援・知的財産権グループというふうに分かれている
んだけど、今年度は民事６回、経営支援４回、商工・知的財産権各１回の計12回の研修が計画
されているんだ。年間12回の研修ってかなりの数を行っているでしょ（(` ・∀・́ ) エッヘン !!
（笑））。

ユキ マサ：聞いているだけで頭がいっぱいになってきたよ。更に対外的な活動をしているというの
は？

藏之 上：本会ではこれまでに４件の災害時被災者支援協定を締結し、11月にも新たに橿原市と同協
定を締結したんだけど、こういった公益的な協定を結ぶ際の自治体との調整業務や、各種業界
団体との講師の相互派遣や研修会を企画するためなどの協定の締結の調整業務もやっている
よ。こういった活動は官民からの業務受託や新たな業務の開拓のきっかけになるからとても大
事な活動なんだよ。

　　 いわば会員に対しての活動と官民他団体に対しての窓口的な活動の２本柱になっているんだ
よ。

特集

今日は第２業務部の藏之上部
長にお話をお聞きすることが
できたニャ。
なんだか難しそうな気がする
けど頑張ってインタビューす
るニャ♪
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ユキ マサ：すごいニャ！！僕にはとてもできそうにないニャ。
　　 ところでさっきの研修のお話だけど、とりわけ力を入れている分野というのはあるのかニャ？

藏之 上：うーん、もちろんすべての分野の業務に力を入れているんだけど、敢えて言うなら「権利
義務（相続・遺言）」関係かな。「権利義務（相続・遺言）」関係はさっきの民事業務の分野に
なるんだけど、中嶋会長が選挙公約として「権利義務関係に精通した行政書士がまだまだ少な
い。この分野を伸ばしていく事が行政書士の仕事を増やし、認知向上にもつながる。」と訴え
ておられたこともあり、特にその分野の研修には力を入れているところになるかな。

ユキ マサ：市民の皆さまにもイメージしやすい分野でもあるのかも知れないね～。藏之上部長は
それだけたくさんの仕事があったらしんどくないかニャ？大変だったこととかありましたか
ニャ？

藏之 上：少し余談になるかもしれないけど、これまで行政書士会の会務をしたことがほとんどなく
て、今回、初めて理事として、会務に携わることになったんだ。最初のうちは、会務の進め方
や手法が分からなくて苦労したかな。でも、担当副会長（連紗智副会長）や両副部長（平櫛惠
美子理事・遠山健太郎理事）そして部員のみんなの協力のおかげで今日まで務めてこられたと
本当に感謝しているよ。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

ユキ マサ：すごい！チームワークの賜物ニャ。今日はどうもありがとうございましたニャン。最後
に市民の皆さまへメッセージをいただいても良いかニャ？

藏之 上：行政書士の業務がなかなかイメージしにくい現状がまだまだあると思います。各会員が業
務の知識の向上に一生懸命努めております。そして各会員に対して、その一助となるような研
修を企画することができるようこれからも務めて参ります。何かお困り事があれば、地域の行
政書士の事務所をまずお尋ねいただければと思います。

◆権利義務関係の業務豆知識　　～遺言・相続～
　　行政書士ができること　　
　　　・相続人の確定に関する業務
　　　・相続財産の調査・確定に関する業務
　　　・遺言に関する業務
　　　・遺産分割協議書作成業務
　　　・相続財産名義変更支援業務
　　　・相続税申告支援業務
　　　　　　　　～ご相談は地域の奈良県行政書士会会員へ～

出来る事が
たくさん

あるんだニャ～♪
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第２回新規登録会員研修及び補助者　　　　　　　　
　　　　　　　　登録研修を実施しました

概　　要

　この研修は、本会に入会された方に初めて受けていただく研修です。　

　また、本会会員の補助者も本研修を受けていただかないと、本会で実施する業務研修等を受けていた

だくことが出来ませんので同日に併せて受講いただきました。

　本年度は年３回実施致します。今回は２回目です。
　14名の新入会員と５名の補助者の方に受講いただき、会議室は超満員でした。
　中嶋会長の挨拶と参加者の自己紹介の後、中嶋会長と各受講者で名刺交換をしました。

新規登録会員と研修講師との集合写真 第１回新規登録会員研修及び補助者登録研修の
集合写真（平成28年６月１４日）　　　　　　

研修指導部より

日　　時：平成28年10月18日（火）

場　　所：奈良県行政書士会会議室

講　　師：二宮聰介会員……本会の組織と事業紹介
　　　　　　　　　　　　　　本会の事業への参加と施設の利用案内について
　　　　　谷澤祐樹会員……コスモス成年後見サポートセンターの案内
　　　　　　　　　　　　　　コンプライアンス遵守
　　　　　松本和也会員……行政書士法と行政書士業務の概要　
　　　　　　　　　　　　　　職務上請求書の取り扱いについて
　　　　　長森和奈会員……マナー研修
　　　　　木田和宏会員・小木曽文絵会員……先輩行政書士から体験談、意見交換、質疑応答

受講者数：行政書士　14名　　補助者　５名

《奈良会のとりくみ３》
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　新規登録会員研修を一緒に受けたメンバーは、企業でいう同期入社のようなものです。今後もお互い

をサポートしあえるような関係になれればいいと思います。

　午前中は、総務部長である二宮会員から例規集を用いて、本会の組織、各事業部の活動内容について

説明がありました。本会の基本的な仕組みと活動についての説明を受け、本会の一員となる実感がわい

てきたのではないでしょうか。

　午後からは、コスモス成年後見サポートセンターの案内と行政書士コンプライアンスの説明が、コス

モス奈良の谷澤支部長からあり、続いて松本会員より行政書士法に規定される行政書士の責務、職務上

請求書の取り扱いと管理について説明がありました。

　「行政書士は誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしては

ならない」と行政書士法に規定されているように、法律に基づいて業務を行うものとして、ふさわしい

人格と識見をもって、国民から信頼されることが要求されているのだと自覚する機会になりました。

　マナー研修では、長森会員に行政書士業務を行う上での基本的なマナー及び具体的なコンプライアン

スを含めた業務を行う上でのアドヴァイスがありました。実際の業務を行う上での参考になったと思い

ます。

　先輩行政書士とのシンポジウムでは、男女各々の会員を代表して木田会員と小木曽会員にお話をいた

だきました。実際に業務を始めるときにどのような準備をされたのか、どのように業務を行ってきたの

かなどを聞いて、行政書士として頑張っていこうという気持ちになったのではないでしょうか。

研修のようす
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行政書士広報月間の活動報告

　毎年10月は、行政書士広報月間としまして、行政書士制度の普及浸透を目的とした広報活動
を全国的に行っております。
　例年、無料相談会を県内各地の商業施設において行ってまいりましたが、今年はより分かりや
すく、「行政書士ってどんな人？」「行政書士は何ができるの？」という疑問にお応えすべく、身
近に起こり得る「相続・遺言」について、落語を通じて直接学んでいただけるご参加型の広報活
動を企画しました。 
　また、従来どおりの無料相談会も「女性の為の女性行政書士による無料相談会」として併せて
実施しました。

関係機関訪問
ポスター掲示依頼

９月～10月

女性行政書士による女性のための
無料相談会

10/13
（木）

　本会では、毎月第２木曜日に無料相談会を開催しております。
　10月の広報月間期間の無料相談会では
「女性行政書士による女性のための無料相談会」を開催しました。

　当日は３件のご相談があり、相談内容は、相続、遺言、契約書作成など幅広い分野にわた
りました。
　広報誌「行政なら」や本会ホームページをご覧になり、相談会の存在を知っていただく事
も増えてきたように思います。
　これからも継続的に開催する事が非常に重要だと強く感じています。

　本会では、このような女性を対象にした相談会を実施することにより
『女性同士だからこそ話せるお悩み・お困りごと』を一緒に解決できる専門家として、
一般の方々にお役に立てればと考えております。

《奈良会のとりくみ４》
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「落語で楽しく学ぶ相続・遺言」 10/23
（日）

　行政書士の業務分野の一つである「相続・遺言」を
テーマに、落語を通じて全国で講演活動をなさって
おられる、天神亭きよ美（行政書士「生島清身」・社
会人落語家）さんにおいでいただき、「天国からの手
紙」という演目で、相続・遺言を身近なストーリーに
仕立て上げ、分かりやすく演じていただきました。
　落語終了後、今度は行政書士生島清身先生として、
知識セミナーをしていただきました。

　具体的な制度の説明など少し踏み込んだ内容をご講演いただき、ご参加いただいた皆さまに
も大変ご好評でした。

　そして、落語・セミナー終了後には相談会の時間を設け、具体的なご相談をお聞きしまし
た。
　ご相談内容はやはり相続・遺言に関するものが多かったですが、行政書士はどんなことがで
きる？他の士業の違いは？など、さまざまなお話をお聞きする事が出来ました。

　来場者数　合計55人
　相 談 会　６組（事前申込８組）
　　　　　　相談内容　遺言書作成３組　　相続２組　　その他１組

　イベント開催記事掲載　毎日新聞社
　イベント取材申込　奈良日日新聞社

　初めてのご参加型イベントとして企画しましたので、至らぬ点は多々ありましたが、広報月
間という期間において、「行政書士の認知向上に寄与する」という趣旨に添えた企画だったと
思います。
　今後も多種多様な広報活動を行ってまいりますので、お近くで見かけられた際は、お声がけ
いただければと思います。
　また当日は、鳥取会の役員で広報部部長をされている宮下清晴先生も視察に来場されまし
た。
　お忙しい中ご来場いただきありがとうございました。

本格的な落語高座をセッティング

本会副会長あいさつ 熱演中の天神亭きよ美さん
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平成28年度近畿女性行政書士交流会のご報告
 奈良県行政書士会理事　松塚　百合恵

参加者全員で集合写真

日　　時：平成28年10月16日（日）

場　　所：びわ湖ホール、なぎさのテラス　コロニー（滋賀県大津市打出浜）

　今年の近畿女性行政書士交流会は、滋賀会での開催で近畿地方協議会各都道府県より43名の女性行政
書士が参加しました。本会からは、黒田敬子会員と松塚が参加いたしました。

　琵琶湖湖畔の景色の良い会場で、弁護士の南和行先生を講師にお迎えし、「ＬＧＢＴのことそして人

権」を題した講演をいただきました。先生の生い立ち、パートナーとの出会いなどから、「ＬＧＢＴ」は

特別な人ではく、割り当てられた性と自分の性

が違っただけなのに、社会的な差別やヘイトに

あっている現状をお聞きし、胸が詰まる思いが

しました。また、日本においては、ジェンダー

による生活レベルのアンバランスが生じている

こと、相続や遺言などの法律手続きにおいての

問題が多いこと、社会の様々なシーンでの課題

が多いことなどをお話しくださり、様々な取り

組みが必要だと感じました。

　研修会のあとは、会場をなぎさのテラスに移

して、懇親会が開催されました。 （左から）南先生、遠田日行連会長、松塚、
　　黒田会員、盛武滋賀会会長
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　年１回の女性行政書士の交流会ですが、女性な
らではの苦労や問題解決のアドヴァイスなどを他府

県のベテラン先生、新人の先生とお話しできる機会

はなかなか無く、とても有意義な時間を過ごすこと

ができるので、より多くの女性行政書士が参加され

たら良いと思いました。

講演のようす

懇親会にて　遠田日行連会長の挨拶
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知的資産経営WEEK2016のご報告
 第２業務部部長　　藏之上　邦男

　平成28年12月３日（土）、奈良県文化会館にて日本行政書
士会連合会近畿地方協議会主催の知的資産経営WEEK2016
セミナーが開催されました。

　本イベントは近畿地方協議会主催と致しましては今年で３
回目となり、今回もまた会社経営者様をはじめ他仕業様、行
政書士の方々等に多数ご来場いただきました。
　今回は「地場産業×地方創生　企業の隠れた強みを活かして地域活性」をテーマに、第１部で
は、奈良県のご出身で龍谷大学政策学部教授の中森孝文先生をお迎えしご講演いただきました。第
２部では、パネリストに本会理事であり知的資産経営支援を実践している松塚百合恵会員と、松塚
会員が支援されている有限会社巽繊維工業所の代表取締役の巽亮滋氏、後継者の巽美奈子氏を迎
え、中森先生が進行役となり、パネルディスカッションを行いました。

　第１部では、行政書士にとってあまりなじみの無い「知的資産経営支援」という分野について、
実例を交えてとても分かりやすくお話しがあり、また第２部では巽繊維工業所様と松塚会員の間の
具体的な知的資産経営支援の内容や巽繊維工業
所様の「見えない強み」を探求されている姿勢
に感銘を受けました。
　今後、行政書士が許認可・会社設立手続等で
の開業支援・経営支援だけではなく、継続して
クライアントをサポートし、また信頼していた
だくことを目標としていくならばとても良い
「ツール」と思われますので、会員の方々もご
興味を持たれましたら、一度、関係図書を手に
とって見ていただければと思います。

セミナーのようす

参加者の皆さんと共に
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ａ）運営主体：奈良県行政書士会（所管）：
　　　　　　　行政書士ADRセンター奈良
ｂ）実施主体：行政書士ADRセンター奈良の
　　　　　　　センター長が選任した調停人
ｃ）実施場所：奈良県奈良市高天町10-1
　　　　　　　T.T.ビル３階
ｄ）実 施 日：毎週火曜日、木曜日
　　　　　　　午前10時から午後４時まで
　　　　　　　（祝日・休日・年末・年始・８/10～８/15は休み）
ｅ）実施方法：手続の進行については、上記フロー図を
　　　　　　　ごらんください。

行政書士ADRセンター奈良の紹介 ● 当センターは、法務大臣より認証を受けた紛争解決事業者
　 です。（認証番号No.144）
● 当センターにおいて、調停手続を利用するには、事前に
　 相談を受けていただきます。
● 当センターをご利用になるには、調停申込書や所定の資料
　 を提出していただきます。

奈良県行政書士会
〒630-8241
奈良県奈良市高天町10-1　T.T.ビル３階

TEL : 0742-95-5400　FAX : 0742-26-6400

調停手続の実施
　行政書士会が開設するADRセンターにおいては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する
法律」第５条の規定に基づき、法務大臣の認証を取得して民間紛争解決手続を行いますが、この場
合の民間紛争解決手続は、調停手続となります。
　調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お
互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続ということが
できます。
　ここでは、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の対話を促進
し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。

調停手続の手法
①対話の促進
②問題点の抽出
③意見又は要求の明確化
④真意に基づく利害の調整

紛争解決にふさわしい調停人を、申込み案件ごとに選任
　専門的な経験と所定の研修・トレーニング実績のある調停人を、申込み案件ごとに選任します。

費用
　ADRセンターに対する申込手数料（4,000円）や期日における期日手数料（4,000円）がかかりま
す。
　申込手数料は、ADRセンターへ申し込んだ方が、期日手数料は、申込人もしくは相手方が負担
する費用になります。

弁護士の助言体制が確保されています
　「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第６条第５号の認証基準である弁護士の助言
体制の確保については、日本行政書士会連合会と日本弁護士連合会との平成20年３月26日付基本合
意書に添った形で各地の弁護士会と協定書を締結して行っていきます。
　上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が助言者として、あるいは調停人として調停手
続に参加します。

行政書士会が開設するADRセンターでは、
　　　　　　　　　２つの専門分野を定めています。
外国人の職場環境・教育環境に
関する紛争
・外国人に対する職場ハラスメント
・外国人の職場での待遇についての不満
・外国人の就学者に対するいじめ
・外国人就学者に関する学校クレーム
＊職場・学校における外国人に対する宗教、
　慣習その他文化的価値の違いに起因する紛争

自転車事故に関する紛争
・自転車と自転車の衝突
・自転車と歩行者との衝突
・自転車が引き起こした物損事故
＊自転車以外の車両との衝突事故は除きます。

ADR（裁判外紛争解決手続）とは
「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、
その解決を図る手続」（「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第１条）とされており、仲裁手続、
調停手続その他の手続がこれにあたります。

手続関与弁護士

担当弁護士選任

担当弁護士の除斥

紛争解決小委員会

申込み不受理

（手続開始）

相談調停手続の終了

辞任・解任・再選任

弁護士が助言者として参加

調停人による
手続終了

当事者による
手続終了

問い合わせ

申込み要件充足

相談と説明

調停人の選任

申込み

相手方の依頼

調停人の除斥

高度な法的判断

合意の成立

申込み受理

相談と説明

一件資料の検討

弁護士が調停人として参加

第ｎ回期日

当事者への交付又は送付 当事者に通知

センター長へ報告

第一回期日

調停人の忌避

期日の通知

期日の通知

相手への呼びかけ

手続終了

期日調書
の作成

期日調書
の作成

合意書
作成

手続実施記録
の作成

手続終了
申出書

あり

あり

該当しない

該当しない

必要

あり

なし

なし

該当する

不要

該当する

調停人の解任・後任の選任

なし

ADR フロー図（参考例）

昨年４月に法務省から認証を受け、行政書士ADRセンター奈良を開設いたしました。
該当するトラブルでお困りの方は、解決のお手伝いが出来るかもしれません。
お気軽にご相談ください。

奈良開設のご報告タンター奈RセADRセンター奈良開設のご報告ンタセンター奈良開設 ごごののDDRセンタ のごごAADRセンター奈AA 良良DRセンタ 奈良開設のご報告ADRセンター奈良開設のご報告ADRセンター奈良開設のご報告

や
す
ら
ぎ
の
道

近鉄奈良駅
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T.T.ビル３階
行政書士
ADRセンター奈良

セブンイレブン

ACCESS
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行政書士業務に関わる法改正・手続変更の情報

　幅広い業務範囲のある行政書士業務の中で、気を付けて確認しておきたいのが、法改正に関

する情報。

　数ある改正の中でも、私達の業務に関わるものを少しご紹介します。

●改正法施行日 :平成28年10月13日

●改正の概要
① 成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるよう
になったこと（郵便転送。民法第860条の２，第860条の３）

② 成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務（死後事務）の内容及びその手
続が明確化されたこと（民法第873条の２）

★成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を
　改正する法律（法務省ＨＰより抜粋）
★成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を
　改正する法律（法務省ＨＰより抜粋）
★成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を
　改正する法律（法務省ＨＰより抜粋）

●改正法施行日：平成29年４月１日
　※ ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行されます。

●改正の概要
①認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等
　 　認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の２月から１月に短縮するとともに、現行の公告に
加えてインターネットによる公表を可能とすること。

②貸借対照表の公告及びその方法
・貸借対照表の公告
　ＮＰＯ法人は、貸借対照表を公告しなければならないものとすること
　　※ なお、上記と併せて、ＮＰＯ法人の登記事項から「資産の総額」を削るため、組合等登

記令を改正する
・公告の方法
　 　ＮＰＯ法人は、公告の方法として、次の①～④の方法のいずれかを定めることができるも
のとすること
１） 官報に掲載する方法
２） 日刊新聞紙に掲載する方法
３） 電子公告（内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。）
４） 公衆の見やすい場所に掲示する方法

★特定非営利活動促進法の一部を改正する法律 （内閣府ＨＰより抜粋）★特定非営利活動促進法の一部を改正する法律 （内閣府ＨＰより抜粋）★特定非営利活動促進法の一部を改正する法律 （内閣府ＨＰより抜粋）
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●改正法施行日：平成28年４月１日

●改正の概要
　６次産業化等を通じた経営発展を促進するため、農地を所有できる法人の要件（議決権要
件、役員の農作業従事要件）が見直されました。
・ 役員の農作業従事要件について、「農業に常時従事する役員の過半が農作業に従事」から
「農業に常時従事する役員又は重要な使用人のうち１人以上の者が農作業に従事」に緩和

・ 議決権要件について、農業者以外の者の議決権を「総議決権の４分の１以下」から「総議
決権の２分の１未満」に緩和
・農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更

★農地法 （農林水産省ＨＰより抜粋）★農地法 （農林水産省ＨＰより抜粋）★農地法 （農林水産省ＨＰより抜粋）

●改正法施行日：平成28年４月１日

●改正の概要
　建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号（※）記載欄が追加されます。
※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第
27号）同法第39条第１項又は第２項に基づき、平成28年１月１日より国税庁長官から指定・
通知される番号をいいます。
　法人番号は、国税庁ＨＰにおいて検索することができます。
　「法人番号公表サイト」（http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）

　都道府県によっては、申請・届出書類に記入された法人番号に誤りがないか確認するため当該
法人番号が記載されている、以下のいずれかの書類の持参を求められることがありますのでご注
意ください。
・ 国税庁より送付された、法人番号指定通知書の写し
・ 上記「法人番号公表サイト」において、申請者の法人番号が表示された画面を印刷したもの

★建設業法施行規則 （国土交通省「建設業許可等に係る改正事項について」より抜粋）★建設業法施行規則 （国土交通省「建設業許可等に係る改正事項について」より抜粋）★建設業法施行規則 （国土交通省「建設業許可等に係る改正事項について」より抜粋）
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Topic

　行政書士業務として中小企業向けの補助金申請業務などが話題になっています。企業のコンサル
ティング業務を手がける行政書士にとって、クライアントへの情報提供は欠かせません。また、他士
業との連携や許認可業務を行う上でも、行政書士業務に直接関わらない法改正や手続きの変更にもア
ンテナをはりましょう。

１、「株主リスト」が登記の添付書面になりました。
　平成28年10月１日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社
の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」
が必要となる場合があります（商業登記規則61条２項・３項、
投資法人登記規則３条、特定目的会社登記規則３条）。
　詳細は、法務省のＨＰをご覧ください。

２ 、平成18年の会社法の施行により、監査等委員会設置会社及び
指名委員会等設置会社を除く非公開会社（全ての株式に譲渡制
限のある会社）では、取締役及び監査役の任期を最長10年まで
伸長することができるようになりました。施行より10年が経過
し、役員変更登記が必要な会社が出てくるでしょう。

３ 、平成28年度第２次補正予算「小規模事業者販路開拓支援事業
（小規模事業者持続化補助金）」の公募

　　締切が迫っています！
　　対象者：全国の小規模事業者
　　補助率：補助対象経費の３分の２以内
補助上限：50万円
　　　　　100万円 ( 賃上げ、雇用対策、海外展開、買物弱

者対策 )
　　　　　500万円 (複数の事業者が連携した共同事業 )
公募期間：平成28年11月４日（金）～平成29年１月27日（金）

関　連　情　報

今後の法改正・手続変更の動向

★家族法の改正
★ 法務省が、遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の
情報が記載された証明書を平成29年から発行すると発表した。
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ゆるキャラグランプリ２０１６
ゆるキャラグランプリ2016にエントリーしていたユキマサです。
皆様のおかげで、総合30位、企業その他部門で11位になることが出来ました。
応援ありがとうニャ。

少しでも行政書士のアピールに貢献できたかニャ？
　　今年もいろんな活動を行っていくので、楽しみしていてほしいニャ♪

今年は愛媛県で開催でしたニャ

行政書士ブースや僕も大人気ニャ

少し疲れちゃったニャ

行政書士ブースやブ

ステージで皆さんにご挨拶もしたニャ
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新規登録会員さん！
　　　　　いらっしゃい！！

谷　　　康　弘

大　西　淳　文

川　端　　　明

常　川　聡　志 日　髙　正　志

（たに　やすひろ）

（おおにし　あつふみ）

（かわばた　あきら）

（つねかわ　さとし） （ひだか　まさし）

松　本　光　正
（まつもと　みつまさ）

① 2016年８月15日
② 636-0201
 磯城郡川西町大字下永657番地の1
③ 松本光正行政書士事務所
④ 0743-20-6901

① 2016年９月１日
② 631-0014
 奈良市朝日町一丁目2番地の22
③ 谷行政書士事務所
④ 0742-87-1200

① 2016年８月15日
② 630-8133
 奈良市大安寺七丁目21番8号
③ 大西淳文行政書士事務所
④ 0742-61-8392

① 2016年８月15日
② 630-0213
 生駒市東生駒1丁目468番地1
③ 川端行政書士事務所
④ 0743-87-9335

① 2016年９月１日
② 630-8114
 奈良市芝辻町4丁目13番地7
③ 行政書士常川聡志事務所
④ 0742-87-1686

① 2016年８月15日
② 635-0025
 大和高田市神楽3丁目1番20号 サンプラザ神楽333号室
③ 日髙行政書士事務所
④ 090-7750-7199

★会員の動き★

①登録年月日　　②事務所所在地　　③事務所名称　　④事務所電話番号
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上　仲　裕　美松　田　直　樹

田　畑　麻由子 後　藤　恭　平

（うえなか　ひろみ）（まつだ　なおき）

（たばた　まゆこ） （ごとう　きょうへい）

住　野　陽　一
（すみの　よういち）

① 2016年10月２日
② 631-0041
 奈良市学園大和町4丁目1-1 ラ・メサ202号
③ 住野陽一行政書士事務所
④ 090-8386-3792

大　西　　　博
（おおにし　ひろし）

① 2016年10月15日
② 635-0044
 大和高田市蔵之宮町12番14号
③ 大西行政書士事務所
④ 080-3769-5586

福　瀨　　　敏
（ふくせ　さとし）

① 2016年11月１日
② 636-0131
 生駒郡斑鳩町服部2丁目17番7号
③ ふくせ行政書士事務所
④ 090-1440-2590

① 2016年９月15日
② 639-0252
 香芝市穴虫635番地8
③ 行政書士上仲事務所
④ 0745-77-8628

① 2016年11月１日
② 639-2112
 葛城市笛堂222番地6
③ 午後から行政書士事務所
④ 080-3824-8511

① 2016年10月15日
② 636-0003
 北葛城郡王寺町久度1丁目1番28号
③ 行政書士せいわ総合田畑事務所
④ 0745-32-2228

① 2016年９月15日
② 636-0071
 北葛城郡河合町高塚台2丁目6番地16
③ 行政書士後藤恭平事務所
④ 0745-32-5388

今後とも　　
　　よろしく

お願いいたします。
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　　　　　 変　　 更 　　　　　

　　　　　 退　　会 　　　　　

退会年月日 氏　　名 事務所所在地 ･事務所電話 事　由

2016年９月23日 髙以來　宏　起 〒631-0011 奈良市押熊町2123番地の66
０９０－９２８０－６４５４ 廃　　業

2016年９月30日 登　日　清　成 〒630-0256 生駒市本町13番2号
０７４３－７５－６８９９ 廃　　業

2016年10月31日 東　　　義　之 〒630-8261 奈良市北市町65番地
０７４２－２２－０５６５ 廃　　業

変更年月日 変更事項 氏　　名 内　　　　　　　　　容

2016年９月15日 事務所の所在地
事務所の電話 森　　　章　浩 〒636-0202 磯城郡川西町結崎668-10

０７４５－４４－８１０６

2016年９月30日 事務所の所在地
事務所の電話 杉　浦　恵　美 〒630-8253 奈良市内侍原町4番地 小林ビル203

０７４２－２０－１７００

2016年10月14日 氏名の漢字 山　口　惠　將

2016年11月15日 氏名・事務所の所在地
事務所の電話

小木曽　文　絵
（旧姓　相賀文絵）

〒639-1123 大和郡山市筒井町418-3-21
０７４３－２２－９０３６

2016年11月15日 事務所の名称 板　谷　一　郎 行政書士事務所グッド・フェイス・パートナーズ

　　　　　 お亡くなりになった方 　　　　　

死亡年月日 氏　　名 事務所所在地 ･事務所電話

2016年11月４日 土　谷　喜　秀 〒639-0265 香芝市上中314番地
０７４５－７７－２７６８

編 集 後 記

　あけましておめでとうございます。
　平素は本誌編集および広報部活動にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
　さて今号では広報のメイン行事である10月の広報月間の取り組みを掲載しております。早いも
ので広報部員として１年半が過ぎましたが、「広報とは何か？」といつも考え、皆で意見を出し合
い、活動してきました。「広報って奥深いな」その一言につきます。
　現在、２月22日の行政書士記念日に向けて企画中です。
　引き続きご協力ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。 広報部　野村　早香
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